
　創業・独立開業を目指す方などを対象とした創
業塾を開催します。創業をお考えの方、開業して
間もない方（開業後５年以内の方）、創業につい
て学びたい方など、ぜひお気軽にご参加ください。

場所　本庁舎会議室８
時間　午後６時30分～９時
定員　先着10人　費用　無料
申し込み　11月14日㈪までに電話で
講師　Be linked　代表　鈴木尚登さん
　　　（シニア・インキュベーションマネージャー）
問合せ　商工労働課☎89-2186

～あなたの夢を現実に！～
創業塾の塾生募集

　消防署員をかたり「消火器・住宅用火災警報器
の訪問販売や点検を勧められ、高額な代金を請求
された」という相談は、年間を通じて多く寄せら
れます。中には、普段使用していない部屋への設
置を勧められ、設置後に高額な代金を支払ったと
いう事例もありました。
　消防署では、住宅用消火器や火災警報器の訪問
販売や点検に伺うことはありません。不審な訪問
や電話勧誘があった場合は、最寄りの消防署や消
費生活センターへご連絡ください。
問合せ　能代市消費生活センター☎89-2939
　　　　能代山本広域消防本部　☎52-3311

消費一口メモ 160
消防署員をかたった訪問にご注意！

あ
な
た
の
「
そ
ば
」
で

祭
り
だ
！
ワ
ッ
シ
ョ
イ
！

in
鶴
形
パ
ー
ト
17

　

鶴
形
そ
ば
の
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
お
い
し
い
新
そ
ば
を
ご
用
意

し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時　
11
月
６
日
㈰

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
２
時

場
所　
鶴
形
地
域
拠
点
施
設

催
し
物　
そ
ば
食
堂
、
産
地
直
売

コ
ー
ナ
ー
、
お
楽
し
み
ガ
ラ
ポ

ン
抽
選
会

問
合
せ　
鶴
形
そ
ば
祭
り
実
行
委

　

員
会（
鶴
形
地
域
拠
点
施
設
内
）

☎
58
・
３
２
１
１

市
民
お
も
し
ろ
塾11月

講
座

●
出
張
助
産
院
の
挑
戦
と
提
案

　
「
秋
田
を
世
界
一
子
供
を
育
て

や
す
い
県
に
！
」

日
時　
11
月
12
日
㈯

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

講
師　
助
産
院
こ
こ
ろ 

院
長

　

小
林
か
お
り
さ
ん

●
人
と
逢
う
こ
と
か
ら
す
べ
て
が

　
始
ま
る「
私
の
人
生
の
楽
し
み
方
」

日
時　
11
月
26
日
㈯

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

講
師　
の
し
ろ
檜
山
周
辺
ガ
イ
ド

の
会 

会
長 

柴
田
テ
ツ
子
さ
ん

〉〉い
ず
れ
も

場
所　
中
央
公
民
館

費
用　
会
員
２
０
０
円

　
　
　

非
会
員
３
０
０
円

問
合
せ　
事
務
局

☎
０
８
０
・
４
１
３
１
・
３
６
３
４

能
代
高
校
オ
ン
ラ
イ
ン

図
書
館
公
開
講
座

●
歴
史
の
中
の
民
主
主
義

　
〜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
と
西
〜

日
時　
11
月
18
日
㈮

　
　
　
午
後
３
時
10
分
〜
４
時
30
分

講
師　
東
北
大
学
文
学
部
文
学
研

究
科
准
教
授　

浅
岡
善
治
さ
ん

申
し
込
み　
11
月
15
日
㈫
ま
で
に

専
用
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
同
校

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

※
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
が
利
用
で
き
な
い
方
は

同
校
図
書
館
で
の
視
聴
も
可
能
で

す
（
先
着
10
人
）。

問
合
せ　
能
代
高
校
（
柳
谷
）

☎
54
・
２
２
３
０

　
（
午
前
８
時
〜
午
後
６
時
）

９月分市長交際費　　総務課☎89－2112
区　分 項　目 件数 金　額

会　合
会　費 1 6,000円

寸　志 1 3,000円

弔　慰

弔祭料 1 20,000円

供　花 1 20,000円

死亡広告 1 12,375円

計 ５ 61,375円

専用フォーム

能代高校
ホームページ

講
　
座

講
　
座

第１回
11月17日㈭

起業で大切な３つの要素とアイデア
発想

第２回
11月24日㈭ ビジネスのタネを思いついたら

第３回
12月１日㈭ ビジネスモデルを書類に落とす

●NOSHIRO創業塾（全３回）

場所　能代商工会館３階
時間　午前９時～午後４時
定員　先着15人
費用　4,000円（テキスト代含む）
申し込み　11月１日㈫までに電話で
講師　中小企業診断士　橋本　泉さん
問合せ　能代商工会議所中小企業相談所
　　　　☎52-6341

第１回
11月６日㈰

創業の心構えや創業に必要な知識と
計画

第２回
11月13日㈰ 経営資源の活用とシミュレーション

第３回
11月20日㈰ 市場調査とビジネスプランの作成

12月11日㈰、12日㈪に個別相談会を開催します。

●能代商工会議所創業塾（全３回）
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能
代
市
議
会
報
告
会

　

昨
年
度
の
議
会
の
活
動
状
況
や

予
算
、
決
算
な
ど
の
審
議
概
要
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
ま
た
、

市
議
会
に
対
す
る
意
見
や
要
望
を

伺
い
、
今
後
の
議
会
活
動
に
つ
な

げ
て
い
き
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
。

日
時　
11
月
18
日
㈮

　
　
　

午
後
６
時
〜
７
時
30
分
頃

場
所
／
出
席
議
員

・
南
部
公
民
館
／
藤
田
克
美
（
班

長
）、
安
井
英
章
、
鍋
谷　

暁
、

藤
田
拓
翔
、
阿
部　

誠
、
安
岡

明
雄
、
渡
辺
優
子

・
中
央
公
民
館
／
菅
原
隆
文
（
班

長
）、
菊
地
時
子
、
今
野
孝
嶺
、

畠
貞
一
郎
、
針
金
勝
彦
、
後
藤

健
・
向
能
代
公
民
館
／
武
田
正
廣

（
班
長
）、
相
場
未
来
子
、
大
髙

　

翔
、
渡
邊
正
人
、
小
野　

立
、

落
合
範
良

問
合
せ

　

議
会
事
務
局 

☎
89
・
２
９
２
２

６
の
市
に
合
わ
せ
て

イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す

●
ラ
ジ
オ
体
操
会

　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に
よ
る
ラ

ジ
オ
体
操
指
導
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
機
会
に
正
し
い
方
法
を
教
わ
っ

て
、
毎
日
続
け
て
健
康

づ
く
り
を
し
ま
せ
ん
か
。

日
時　
11
月
６
日
㈰

　
　
　

午
前
７
時
30
分
〜
８
時

場
所　
北
高
跡
地

●
い
す
ヨ
ガ
教
室

　

椅
子
を
使
っ
て
簡
単
に
で
き
る

ヨ
ガ
教
室
で
す
。
初
心
者
の
方
も

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

日
時　
11
月
６
日
㈰

　
　
　
午
前
８
時
10
分
〜
８
時
40
分

場
所　
北
高
跡
地

６
の
市
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

毎
月
６
日
、
16
日
、
26
日
の
午

前
７
時
か
ら
正
午
ま
で
、
北
高
跡

地
で
朝
市
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

出
店
者
も
随
時
募
集
中
で
す
。

問
合
せ

・
ラ
ジ
オ
体
操
会
、
ヨ
ガ
教
室
…

　

総
合
政
策
課 

☎
89
・
２
１
４
２

・
６
の
市
…
市
の
会
（
中
山
）

☎
０
９
０
・
９
５
３
２
・７
６
２
８

能
代
菊
花
展

日
時　
10
月
30
日
㈰
〜
11
月
６
日
㈰

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
６
日
は
正
午
ま
で

場
所　
サ
ン
ピ
ノ

問
合
せ　
能
代
菊
花
同
好
会

☎
53
・
３
３
５
３

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

問合せ　能代消防署　☎52-3312
　　　　二ツ井消防署☎73-2327 問合せ　総合政策課☎89-2142

●ガソリンの購入について
１．ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはで
きません。

２．ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意
して取り扱ってください。

３．セルフスタンドでも、ガソリン携行缶への詰め
替えは、必ずガソリンスタンドの従業員に依頼
してください。

　これから冬期間を迎えるに当たり、ガソリンや灯
油、軽油の使用頻度の増加が見込まれます。ガソリ
ンスタンドなどでガソリンや灯油、軽油を購入する
場合、危険物漏えい事故防止、運搬時の安全確保、
誤使用防止の観点から消防法令に適合した容器を使
用するようご理解・ご協力をお願いします。
※ガソリンの携行缶は灯油、軽油の貯蔵、運搬ができ
ますが、誤使用防止のため必ず貯蔵する油種ステッ
カーを貼り、使用してください。

自治会などへ雪捨て場として提供いただいた
空き地の固定資産税の一部を免除します

ガソリン・灯油・軽油を購入される皆さんへ
次の事項に注意してください

　市では、地域の雪捨て場の確保を支援するた
め、住宅地などにある空き地を地域住民の雪捨て
場として自治会・町内会に無償で貸し付けした場
合に、その土地の固定資産税の一部を免除します。
詳細はご相談ください。

•自治会や町内会内にある土地または隣接する土地
で、原則150㎡（約45坪）以上の面積の土地

•自治会や町内会と土地所有者が書面により使用貸
借契約を締結する　※契約書様式は市役所で準備

•無償の貸借で、貸借期間は原則12月１日㈭から３
月31日㈮までであり、少なくとも２月21日㈫から
３月31日㈮までを含むこと

条件

•農地は転用（一時転用を含む）の手続きが終了ま
たは終了する見込みである

•原則として一筆単位である
•雪を運ぶ通路が公道または通行に制限がない土地である
•貸借期間は雪捨て場専用として使用する
•すでに雪捨て場として解放している公園などの状
況から不要と判断される土地でない

対象

　対象の土地の今年度の固定資産税額から契約期
間（最長４カ月）に応じて免除します。

固定資産税の一部免除について

消防法で①本人確認と②使用目的の確認が
義務付けられています。

広報のしろ  広報のしろ  4.10.254.10.25 66


